
1 【資料１０】 

総合水泳場 特殊設備等の主な保守点検について 

 

項 目 
年間保守 
実施回数 

業 務 内 容 

可動床保守点検 ２ 回以上 

50ｍプール及び飛込プールの可動床設備の保守点検。制御部、駆動部、外観点検等。 

・可動床水あり時の保守点検（年１回以上） 

・仕様書中の総合点検時における水あり、水無し時の保守点検（年１回以上） 

入退場システム保守点検 ３ 回以上 
プール用券売機２台、トレーニング室用券売機１台、精算機１台、入退場ゲート機４台、事務室

内制御機器１式、更衣室内入場券確認機２台の各機器における保守点検 

電光表示システム保守点検 ２ 回以上 

下記の機器の保守点検を行う。 

大型電光表示盤、競技処理コンピュータシステム、シンクロ・ダイビング・水球システム競技用

タッチ板システム、移動型表示盤、身障者システムの保守点検及び関連機器の連動点検。 

トレーニング機器保守点検 ３ 回以上 資料４に掲げる機器の保守点検 

更衣ロッカー保守点検 １ 回以上 プール更衣室（男女）トレーニング室更衣室（男女）のコインロッカーの点検。 

電話設備保守点検 ６ 回以上 
制御装置（ＡＰＥＸ３６００i）１式、一般電話５４台、多機能電話６台、留守番電話１台、 

局線及びローカル配線一式の保守点検。 

自動扉保守点検 ３ 回以上 エントランスホール入口（両開き４台）の自動扉の保守点検 

可動ルーバー保守点検 ２ 回以上 メインアリーナ内（電光表示板側2台、飛込塔側2台）の駆動部、制御部等保守点検 

吊りバトン保守点検 ２ 回以上 メインアリーナ内に５基設置。駆動部、制御部等の保守点検。 

酸素ボンベ保守点検 ２ 回以上 酸素ボンベの補充及び外観点検。 

防煙垂れ壁保守点検業務 １ 回以上 館内11箇所に配置。 

重量シャッター保守点検 １ 回以上 重量電動シャッター8箇所、ホールデンゲート3箇所の保守点検 
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